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2022年度以降のマージン設定の変更点について

第70回調整力及び需給バランス評価等に
関する委員会 資料３

2022年 2月18日

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 事務局



2はじめに

変更内容 理 由 備 考

1 北海道風力実証試験のための
マージンの設定継続

北海道風力実証試験が2022年度以降も継
続するため。

第35回系統WG（2021.12.15）におけ
る整理を反映。

2

電源Ⅰ´広域調達用マージンの
設定取止め

年間EUE評価及び広域予備率導入に伴い、
連系線制約の範囲で安定運用可能なことを
確認しているため。

第60回本委員会（2021.4.30)の整理
を踏まえ、2021年度第2回マージン検討
会（2021.12.10）において、考え方を整
理。

3

系統容量３％相当マージンの算
出取止め

予備力が不足する場合に備え、他エリアからの
融通期待量として、系統容量の3%をマージン
として設定することを参考で記載していたが、電
源Ⅰ´マージンと同様の理由で不要となるため。

2021年度第2回マージン検討会
（2021.12.10）において考え方を整理。
なお、実需給断面では原則ゼロとしており、
これまで設定実績はない。

4

三次調整力①用マージンの新規
設定

三次調整力①の市場調達開始に伴い、マー
ジンが設定されることになるため。
なお、三次調整力①は週間断面で調達するた
め、週間断面以降で設定する。

第43回本委員会（2019.9.30）におい
て需給調整市場における調整力はマージン
として取り扱うとの整理を反映。

5
最大電源ユニット脱落に対応する
ためのマージン算出に織り込む調
整力の見直し

一般送配電事業者が確保する調整力が調整
力公募から需給調整市場による調達に移行
するため。

第27回需給調整市場検討小委員会
（2021.12.21）における2022年度の調
整力調達量の整理を反映。

 本機関では、業務規程第128条に基づき、連系線に確保するマージンを策定し、「実需給断面におけるマージン
の設定の考え方及び確保理由」を公表している。

 これまでの本委員会やマージン検討会等の整理を踏まえ、マージン設定を変更したので報告する。

〔報告内容〕



3（１）北海道風力実証試験のためのマージンの設定継続

出典:第35回電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会 系統ワーキンググループ(2021.12.15) 資料４

 第35回系統ワーキンググループ（2021.12.15）において、風力実証試験サイトの継続運転のために技術的課
題の検討を進めることとし、2022年度以降も風力実証試験を継続することとなった。

 第13回本委員会（2017.2.14）において北海道風力実証試験実施中はマージンを設定するとされていることか
ら、これまでと同様、北海道本州間連系設備及び東北東京間連系線に調整力確保のためのマージンの設定を継
続する。



4（参考）2022年度（8月平日昼間）における連系線のマージン算出結果

東北東京間連系線
↑  3.0万kW
↓  3.0～40.0万kW

北海道本州間連系設備
57.0万kW ↑
30.0万kW ↓

東京中部間連系設備
→ 60万kW
← 60万kW

中部北陸間連系設備
↑ ※
↓ 0万kW

中部関西間連系線
→ 0万kW
← 0万kW

北陸関西間連系線
※ ↑

0万kW↓

関西中国間連系線
→ 0万kW
← 0万kW

中国九州間連系線
→ 0万kW
← 0万kW

中国四国間連系線
↑ 0万kW
↓ 0万kW

・各エリア内の数値は、2022年度の送電端最大需要電力予想（H３）を表す

関西四国間連系設備
→ 0万kW
← 0万kW

※北陸フェンス
↑ 0～51万kW

北海道エリア

東北エリア

東京エリア

北陸エリア

中部エリア関西エリア九州エリア 中国エリア

四国エリア沖縄エリア …周波数変換設備

…交直変換設備

北海道本州間連系設備と東北東京間連系線の各数値のうち、
3.0万kWが北海道風力実証試験のためのマージンに当たる。
（風力実証サイトの系統連系量の20％をマージン値としている）
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出典:経済産業省 第9回電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会 系統ワーキンググループ
（2016.11.25） 資料11-1

（参考）北海道風力実証試験のためのマージンの設定経緯

 第9回系統ワーキンググループ（2016.11.25）において、 北海道風力実証試験の実施に向け連系線利用
ルールの整備を行うことを広域機関にタスクアウトされ、第14回（2017.3.23）及び第16回
（2017.4.14）本委員会においてマージンの具体的な設定方法や量についてご議論いただき、2017
年度よりマージンを設定している。

出典:第13回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2017.2.24）資料3



6（２）電源Ⅰ´広域調達用マージンの設定取止め

出典:第60回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021.4.30） 資料４

 第60回本委員会（2021.4.30）において、年間EUE評価は連系線制約を考慮して供給信頼度を確認するた
め、供給信頼度を満たしていれば、電源Ⅰ´広域調達用マージンの設定は不要と整理されている。

 また、週間断面以降においても、連系線制約の範囲内で必要予備力が確保されていることを広域予備率を用いて
確認するため、当該マージンの設定は不要となる。

 以上から、2022年度以降の設定を取り止める。



7（参考）2021年度の電源Ⅰ´広域調達用マージン

出典:第57回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2021.2.15） 資料5



8

出典:2021年度第2回マージン検討会（2021.12.10） 資料１

（３）系統容量３％相当マージンの算出取止め

 系統容量３％相当マージンは、実需給断面において、エリア予備力が不足する場合に設定するマージンであるが、
必要な場合を除き原則ゼロとしていることから、参考値として算出していた。

 2021年度第2回マージン検討会（2021.12.10）において、当該マージンについても電源Ⅰ´広域調達用マージ
ンと同様に安定運用が可能であることを確認し、設定不要と整理したため、 2022年度以降の算出を取り止める。

 なお、当該マージンは、これまでも設定実績がなかったことから、2022年度以降の空容量に変化はない。
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出典:第43回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2019.9.30） 資料４

（４）三次調整力①用マージンの新規設定

 第43回本委員会（2019.9.30）において、需給調整市場から調達する調整力については、約定量に応じたマー
ジンを設定すると整理されていることから、2022年4月より調達を開始する三次調整力①用マージンを設定する。



10（５）最大電源ユニット脱落に対応するためのマージン算出に織り込む調整力の見直し

出典:第14回需給調整市場検討小委員会（2019.11.15） 資料2

 最大電源ユニット脱落に対応するためのマージンは、電源脱落時の調整力確保のため、最大電源ユ
ニット相当の出力から「一般送配電事業者が確保する調整力」を控除し算出している。

 第14回需給調整市場検討小委員会において、需給調整市場後は、電源脱落に対し一次調整力から三
次調整力①により対応すると整理されている。

 2022年度から、当該調整力の調達が順次開始されるため、「一般送配電事業者が確保する調整力」
に反映する。

出典:第27回需給調整市場検討小委員会（2021.12.21） 資料2
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出典:2021年度第3回マージン検討会（2022.2.10） 資料６

（参考）2022年度の年間マージンの試算について（北陸フェンス）

 年間マージンは、過去１年間の実績最大値に基づき設定しているが、2021年度は三次調整力①の実績が無いた
め、 2022年度の三次調整力①調達量の試算値※1を用いて算出した。

 その結果、年間マージンは昼間帯、夜間帯の2断面で設定するため、2021年度のマージン実績最大値から変更は
ない。 ※1 第27回需給調整市場検討小委員会の試算値
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連系線 方向 マージンの設定の考え方及び確保理由

北海道本州間
連系設備

北海道⇒東北
（順方向）

北海道本州間連系設備が緊急停止した場合に北海道エリアの周波数上昇を一定値以内に抑制する
ため。具体的には、次の①～③、②のうち大きい値とする。
① 北海道・本州間電力連系設備の運用容量から、当該連系設備が緊急停止した場合に北海道エリ

アの周波数の上昇が一定値以内となる最大の潮流の値を差し引いた値。〈C1〉
② 新北海道本州間連系設備の運用容量から、当該連系設備が緊急停止した場合に北海道エリアの

周波数の上昇が一定値以内となる最大の潮流の値を差し引いた値。〈C1〉
③ ※１（最大値は、東京エリアの系統容量の３％相当の半量のうち、東京エリアが需給ひっ迫した

場合において北海道エリアから供給が期待できる値 ）〈A1〉
また、上記に※21〈B0〉および※32〈A0〉を加える。

東北⇒北海道
（逆方向）

北海道エリアの電源のうち、出力が最大である単一の電源の最大出力が故障等により失われた場
合にも、北海道エリアの周波数低下を一定値以内に抑制するため。なお単一の電源の最大出力は
発電計画等を踏まえ設定する。〈B1〉
但し、次の①、②のいずれかが、上記の値よりも大きい場合は①、②のうち大きい方の値とする。
① 北海道・本州間電力連系設備の運用容量から、当該連系設備が緊急停止した場合に北海道エリ

アの周波数低下が一定値以内となる潮流の値を差し引いた値。〈C1〉
② 新北海道本州間連系設備の運用容量から、当該連系設備が緊急停止した場合に北海道エリアの

周波数の低下が一定値以内となる最大の潮流の値を差し引いた値。〈C1〉
また、上記に※21〈B0〉および※32〈A0〉を加える。

※1 原則ゼロとする。但し、電気の供給先となる供給区域に必要な運転予備力 又は 電気の供給先となる供給区域の電源のうち出力が最大
である単一の電源の最大出力に対して予備力が不足する場合は、不足する電力の値をマージンとして設定する

※21 北海道風力実証試験に係るマージンとして、調整力のエリア外調達のため。具体的には、北海道風力実証試験のために連系する風力
発電の予測誤差に対応できる値

※32 三次調整力①②の約定量
〈 〉はマージンの区分を示す。

（参考）実需給断面におけるマージンの確保理由（1）
2021年度からの変更箇所を朱書き
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連系線 方向 マージンの設定の考え方及び確保理由

東北東京間
連系線

東北⇒東京
（順方向）

次の①～②のうち大きい値とする。
① ※１（最大値は、東京エリアの融通期待量（系統容量の３％相当）の半量）〈A1〉
② 台風や暴風雪等の予見可能なリスクが高まった場合は、電力系統を安定に維持するため、東京

エリア内で想定する送電線の故障により複数の電源が脱落した場合に東北エリアから東京エリ
アに流れる最大の潮流の値〈C2〉

また、上記に※21〈B0〉および※3、42〈A0〉を加える。
東京⇒東北
（逆方向）

※１（最大値は、東北エリアの融通期待量（系統容量の３％相当））〈A1〉
また、上記に※21〈B0〉およびに※3、42〈A0〉を加える。

東京中部間
連系設備

東京⇒中部
（順方向）

次の①～②のうち大きい値とする。
① ６０㎐系統内で送電線の故障により複数の電源が脱落した場合又は最大電源が脱落した場合に、

６０㎐系統の周波数低下を抑制するため。但し、東京中部間連系設備を介して東北・東京エリ
アから電力を受給しても、東北・東京エリアの周波数偏差と６０㎐系統の周波数偏差が原則逆
転しない値とする。〈B2〉

② ※１（最大値は、中部及び関西エリアの融通期待量（系統容量の合計の３％相当）の半量）
〈A1〉
また、上記に※42〈A0〉を加える。

中部⇒東京
（逆方向）

次の①～②のうち大きい値とする。
① ５０㎐系統内で送電線の故障により複数の電源が脱落した場合、又は最大電源が脱落した場合

に、東北・東京エリアの周波数低下を抑制するため。但し、東京中部間連系設備を介して６０
㎐系統から電力を受給しても、６０㎐系統の周波数偏差と東北・東京エリアの周波数偏差が原
則逆転しない値とする。〈B1〉

② ※１（最大値は、東京エリアの融通期待量（系統容量の３％相当）の半量）〈A1〉
また、上記に※42〈A0〉を加える。

※1 原則ゼロとする。但し、電気の供給先となる供給区域に必要な運転予備力 又は 電気の供給先となる供給区域の電源のうち出力が最大で
ある単一の電源の最大出力に対して予備力が不足する場合は、不足する電力の値をマージンとして設定する

※21 北海道風力実証試験に係るマージンとして、調整力のエリア外調達のため。具体的には、北海道風力実証試験のために連系する風力
発電の予測誤差に対応できる値

※3  電源Ⅰ´広域調達の調達量
※42 三次調整力①②の約定量
〈 〉はマージンの区分を示す。

（参考）実需給断面におけるマージンの確保理由（2）
2021年度からの変更箇所を朱書き
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※1 原則ゼロとする。但し、電気の供給先となる供給区域に必要な運転予備力 又は 電気の供給先となる供給区域の電源のうち出力が最大
である単一の電源の最大出力に対して予備力が不足する場合は、不足する電力の値をマージンとして設定する

※2 中部北陸間連系設備及び北陸関西間連系線と合わせて確保する（北陸フェンスにて管理）
※3 中部北陸間連系設備及び中部関西間連系線と合わせて確保する（フェンス潮流にて管理）
※4 中部関西間連系線及び北陸関西間連系線と合わせて確保する（フェンス潮流にて管理）
※5 北陸関西間連系線、中部関西間連系線及び関西中国間連系線と合わせて確保する（系統容量見合いで配分）
※6   電源Ⅰ´広域調達の調達量
※73 三次調整力①②の約定量
〈 〉はマージンの区分を示す。

連系線 方向 マージンの設定の考え方及び確保理由

中部北陸間
連系線

北陸⇒中部
（逆方向） ※6（※3を考慮）〈A0〉および ※73〈A0〉

中部⇒北陸
（順方向） ※１（最大値は、北陸エリアの融通期待量（最大電源ユニット相当）※2を考慮）〈A1〉

また、上記に ※6（※2を考慮）〈A0〉および ※73〈A0〉を加える。
北陸関西間

連系線

関西⇒北陸
（逆方向）
北陸⇒関西
（順方向）

※１（最大値は、関西エリアの融通期待量（系統容量の３％相当）※5を考慮）〈A1〉
また、上記に ※6（※4を考慮）〈A0〉および ※73〈A0〉を加える。

中部関西間
連系線

中部⇒関西
（順方向）

※１（最大値は、関西エリアの融通期待量（系統容量の３％相当）※5を考慮）〈A1〉
また、上記に ※6（※4を考慮）〈A0〉および ※73〈A0〉を加える。

関西⇒中部
（逆方向）

※１（最大値は、中部エリアの融通期待量（系統容量の３％相当）の半量）〈A1〉
また、上記に ※6（※3を考慮）〈A0〉および ※73〈A0〉を加える。

（参考）実需給断面におけるマージンの確保理由（3）
2021年度からの変更箇所を朱書き
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連系線 方向 マージンの設定の考え方及び確保理由

関西中国間
連系線

関西⇒中国
（順方向）

※１（最大値は、中国エリアの融通期待量（系統容量の３％相当））〈A1〉
また、上記に ※4〈A0〉および ※52〈A0〉を加える。

中国⇒関西
（逆方向）

※１（最大値は、関西エリアの融通期待量（系統容量の３％相当）※2を考慮）〈A1〉
また、上記に ※4〈A0〉および ※52〈A0〉を加える。

関西四国間
連系設備

関西⇒四国
（順方向） ※4（※3を考慮）〈A0〉および ※52〈A0〉

四国⇒関西
（逆方向） ※52〈A0〉

中国四国間
連系線

中国⇒四国
（順方向）

※１（最大値は、四国エリアの融通期待量（最大電源ユニット相当））〈A1〉
また、上記に ※4（※3を考慮）〈A0〉および ※52〈A0〉を加える。

四国⇒中国
（逆方向） ※52〈A0〉

中国九州間
連系線

中国⇒九州
（順方向） ※4〈A0〉および ※52〈A0〉

九州⇒中国
（逆方向） ※52〈A0〉

※1 原則ゼロとする。但し、電気の供給先となる供給区域に必要な運転予備力 又は 電気の供給先となる供給区域の電源のうち出力が最大
である単一の電源の最大出力に対して予備力が不足する場合は、不足する電力の値をマージンとして設定する

※2  北陸関西間連系線、中部関西間連系線及び関西中国間連系線と合わせて確保する（系統容量見合いで配分）
※3  関西四国間連系設備及び中国四国間連系線と合わせて確保する（フェンス潮流にて管理）
※4  電源Ⅰ´広域調達の調達量
※52 三次調整力①②の約定量
〈 〉はマージンの区分を示す。

（参考）実需給断面におけるマージンの確保理由（4）
2021年度からの変更箇所を朱書き
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出典：第48回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 資料3

2021年度からの変更箇所を朱書き
（参考）マージンの分類と区分
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区分ごとの確保理由と具体的なマージンの算出方法 本委員会議論回
B0（順・逆方向）
・北海道風力実証試験に対応する調整力調達のための調整力枠として確保

調整力枠 ＝ 風力実証試験の連系量 × 風力発電予測誤差20%
B1（逆方向:北海道向き），C1（順・逆方向）
・北海道エリア内最大電源ユニット停止時（B1）または北本連系設備緊急停止時（C1）に北海道エリア
の周波数変動を一定値以内に抑制するために確保

・「月別、平休日別、昼夜間別」の断面ごとに、以下の要素をもとに算出
北海道エリアの最大電源ユニット（作業停止計画を考慮）
北海道エリアのエリア最小需要
北本連系設備の容量（北本、新北本の大きい方の値）（作業停止計画を考慮）

B0:第14回

B1:第12,25回
C1:第12,25回

【⾧期・年間マージンの算出例（2022年度8月平日昼間帯）】

・B0（順・逆方向）
2022年1月時点の風力実証試験の運転開始予定をもとに算定
調整力枠 ＝ 146.9MW × 20% ＝ 30MW

・B1（逆方向:北海道向き），C1（順・逆方向）
区分、方向ごとに以下の式により算出
B1（逆）:最大電源ユニット（700MW）ー 系統定数6% × ⊿f1Hz × エリア最小需要（2,680MW）＝ 540MW
C1（順）:北本設備容量（600MW）ー 0.11/（1-0.11）× エリア最小需要（2,680MW）＝ 270MW
C1（逆）:北本設備容量（600MW）ー 系統定数6% × ⊿f1Hz × エリア最小需要（2,680MW）＝ 440MW

⇒ マージン（順方向:東北向き） ＝ B0 ＋ C1 ＝ 300MW
マージン（逆方向:北海道向き）＝ B0 ＋ max（B1,C1）＝ 570MW

（参考）北海道本州間連系設備のマージンの具体的な算出方法

北海道風力実証試験のためのマージンに関わる箇所
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区分ごとの確保理由と具体的なマージンの算出方法 本委員会議論回
B0（順・逆方向）
・北海道風力実証試験に対応する調整力調達のための調整力枠として確保（北本に同じ）

C2（順方向:東京向き）
・東京エリア内の電源線事故（N-1）による電源脱落時に、連系線を介して東北エリアから流入してくる電力
により、同期安定性で決定している運用容量を潮流が超過しないよう確保

確保量 ＝ 東京エリアのN-1電源脱落量の20%相当（東北・東京エリア系統容量比）
（作業停止計画を考慮）

B0:第14回

C2:第11,12回

【⾧期・年間マージンの算出例（2022年度8月平日昼間帯）】

・B0（順・逆方向）
2022年1月時点の風力実証試験の運転開始予定をもとに算定
調整力枠 ＝ 146.9MW × 20% ＝ 30MW

・C2（順方向:東京向き）
気象状況によりリスクが高まった場合に設定するため最小値と最大値で設定
最小値は「０」とし、最大値は作業停止計画を考慮して月ごとの値を算出

⇒ マージン（順方向:東京向き）＝ B0 ＋ C2 ＝ 30～400MW ， マージン（逆方向:東北向き）＝ B0 ＝ 30MW

ケース 設定値

A火力母連停止またはA火力線
1回線停止作業時 450MW

上記以外 370MW（夏季）
380MW（夏季以外）

（参考）東北東京間連系線のマージンの具体的な算出方法

北海道風力実証試験のためのマージンに関わる箇所
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区分ごとの確保理由と具体的なマージンの算出方法 本委員会議論回
A1（順方向:北陸向き）
・最大電源ユニットが脱落しても、エリア内の予備力と連系線を通じた電力の融通によって、需要の3%の予備
力を確保するために確保

・電気の供給先となる供給区域（北陸エリア）の電源のうち出力が最大である単一ユニットの最大出力に対
して予備力が不足する場合の不足予備力量を算出

・以下の要素をもとに算出
当該エリアの最大電源ユニット（作業停止計画を考慮）
当該エリアのエリア最大需要

第8回（調整力等に
関する委員会）

【⾧期・年間マージンの算出例】

・A1（順方向:北陸向き）
実需給断面においてマージンを設定する蓋然性があるものの、年間段階ではエリア内確保予備力の値を確定することが困難なため
最小値と最大値で設定。
最小値は「０」とし、最大値は過去の設定実績および作業停止計画を考慮して月ごとの値を算出
最大値の算出は、次式の供給計画の想定最大需要（夏季H3需要）から求まる試算値と大きな乖離が無いことを評価
最大値の評価指標 ＝ 最大電源ユニット相当出力 －（夏季H3需要 × 4%※1）
※1 4% ＝ 7%（TSOが確保する調整力）－ 3%（最低限必要な運転予備率）

最大値の評価指標 ＝ 最大電源ユニット相当出力 +（夏季H3需要 × 3%）※1 － TSOが確保する調整力※2

※1 エリアに最低限必要な運転予備力
※2 エリア内で調達した調整力に加え、広域調達した調整力を考慮する

⇒ 北陸フェンスのマージン（順方向:北陸向き）＝ 0～510MW

（参考）北陸フェンスのマージンの具体的な算出方法

三次調整力①の市場調達に伴い見直す箇所
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区分ごとの確保理由と具体的なマージンの算出方法 本委員会議論回
A1（順方向:四国向き）
・最大電源ユニットが脱落しても、エリア内の予備力と連系線を通じた電力の融通によって、需要の3%の予備
力を確保するために確保

・電気の供給先となる供給区域（四国エリア）の電源のうち出力が最大である単一ユニットの最大出力に対
して予備力が不足する場合の不足予備力量を算出

・以下の要素をもとに算出
当該エリアの最大電源ユニット（作業停止計画を考慮）
当該エリアのエリア最大需要

第8回（調整力等に
関する委員会）

・A1（順方向:四国向き）
実需給断面においてマージンを設定する蓋然性があるものの、年間段階ではエリア内確保予備力の値を確定することが困難なため
最小値と最大値で設定。
最小値は「０」とし、最大値は過去の設定実績および作業停止計画を考慮して月ごとの値を算出
最大値の算出は、次式の供給計画の想定最大需要（夏季H3需要）から求まる試算値と大きな乖離が無いことを評価
最大値の評価指標 ＝ 最大電源ユニット相当出力 －（夏季H3需要 × 4%※1）
※1 4% ＝ 7%（TSOが確保する調整力）－ 3%（最低限必要な運転予備率）

TSOが確保する調整力には関西四国間連系設備から受電可能な値を含む

最大値の評価指標 ＝ 最大電源ユニット相当出力 +（夏季H3需要 × 3%）※1 － TSOが確保する調整力 ※2

※1 エリアに最低限必要な運転予備力
※2 エリア内で調達した調整力に加え、広域調達した調整力および

関西四国間連系設備からの受電期待量を考慮する

⇒ 中国四国間連系線のマージン（順方向:四国向き）＝ 0MW

（参考）中国四国間連系線のマージンの具体的な算出方法

【⾧期・年間マージンの算出例】

三次調整力①の市場調達に伴い見直す箇所


